
〇J キッズマリンこのはな保育園入園までの流れ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

◎お問い合わせ・資料請求・申請書提出先  

防衛省共済組合田浦支部保健係【託児所担当】（２術校厚生課内） 

電話：046-822-3500（代表） 内線 6889 

保育所見学 
※必ずしも必要なものではあ

りません。 

申請書類提出  

入園選考  

入園決定  

入園前面談  

慣らし保育  

入園・保育開始  

見学受付は随時実施しています。お申し込み、見学日時の調整

は直接、園へお願いします。 

J キッズマリンこのはな保育園：046-861-5115 

                  内線：8-41-6295 

申請書類の請求は下記、問い合わせ先へご連絡ください。  

翌年度４月入園：申請期限については別途お知らせします。  

年度途中の入園：その都度調整のため、託児所担当へお問い合  

わせください。 

従業員枠：田浦支部において選考を実施。 

地  域  枠：横須賀市子育て支援課において選考を実施。 

従業員枠：田浦支部から通知（電話連絡） 

地  域  枠：横須賀市子育て支援課から通知（封書） 

併せて従業員枠、地域枠共に横須賀市子育て支援課  

から支給認定証が交付されます。 

入園決定通知後、このはな園にて園長先生及び保護者、お子  

さまで実施します。（入園説明及びお子さまの様子やアレルギー 

の有無等を確認します。） 

０歳児：概ね２週間   １、２歳児：概ね１週間ほど実施。 

※お子さまの様子により、伸びる可能性があります。 

3～５歳児については基本、慣らし保育はありません。 

入園おめでとうございます。 

横須賀市が認定した保育必要量に応じた保育が開始されま

す。 



 

（１）事業所内保育所  

「J キッズマリンこのはな保育園」は、横須賀市から児童福祉法に基づく認可を 

受けている事業所内保育所です。横須賀地区で勤務している防衛省職員及び防衛  

省共済組合職員が対象の「従業員枠」と、横須賀市にお住まいの方が対象の「地域枠」

の２種類の利用形態があります。「地域枠」の入園募集は横須賀市が行っています。 

 

【 定員 40 人】 

     

 

 

 

 

                                        ※３～5 歳児は従業員枠のみ 

 ①入園枠の変更について 

    保護者のいずれかが防衛省職員だが、従業員枠の空きがなく地域枠で入園した 

場合、従業員枠に空きが出た際には入園枠の変更が可能です。 

その際には、横須賀市へ「支給認定変更届」を提出する必要があります。 

 

②２歳児クラスから３歳児クラスへの進級について 

保護者のいずれかが防衛省職員で、２歳児クラスの地域枠で在園されているお子  

さまについては、３歳児クラス進級時に従業員枠の空きがない場合、連携園「認定こ 

ども園  善隣園」へ転園していただくか、その他の保育施設への転園のため翌年度４ 

月入園のお申し込みをしていただく必要があります。 

そのため、対象者には翌年度４月入園の申込み期間前に連携園への転園の意思確認   

を実施しています。（８月上旬頃） 

 

 ③横須賀市外へ居住の方の申込みについて 

    勤務地が横須賀地区の場合、お申込みが可能です。 

   申込みの際には、必ず田浦支部託児所担当まで事前にご相談ください。 

 

 

 

 

 

区  分  ０歳児  １歳児  ２歳児  3 歳児  4 歳児  5 歳児  

従業員枠  3 人  3 人  6 人  6 人  6 人  6 人  

地域枠  3 人  ３人  4 人  － － － 

合計  ６人  ６人  10 人  6 人  6 人  6 人  



（２） J キッズマリンこのはな保育園を利用できる方  

① 当園の利用を希望する場合、就労等による保育を必要とする事由が必要です。  

保育所利用条件は横須賀市に準じます。 

② 幼児教育や集団保育に慣れさせることが目的の場合や、幼稚園に入園する年齢  

にまだ達していないことが希望理由の場合は、保育を必要とする事由に該当しな

いため、保育園の申込みの対象外となります。 

③ 保育の必要性については、教育・保育給付認定の申請に基づき、お住まいの市区

町村が認定します。 

④ 市区町村は客観的な基準（就労や出産、疾病などの保育を必要とする事由等）に  

基づき、次項のとおり保育の必要性を認定し、「支給認定証」を交付します。 

⑤横須賀市外に居住地のある方は、お住いの自治体での認定が必要になります。 

 お手続きに関してはお住いの自治体へご確認ください。 

   

 

 

 

 

 

 

（３）保育を必要とする事由と保育必要量の認定  

保育を必要とする事由は、就労（予定）証明書等により、市区町村が確認し、認定  

します。保育必要量は、「最長で保育園を利用することができる時間」です。 

 

保育を必要とする事由  保育園を利用できる期間  保育必要量  

就労（月４８時間以上の労働） 最長で就学前まで 
保育標準時間また

は保育短時間  

求職活動（起業準備含む） 
２か月～３か月以内  

※市区町村により異なります。 
原則：保育短時間  

妊娠・出産（産前・産後であること） 
３か月～４か月以内  

出産日によって変動します。 

保育標準時間また

は保育短時間  

 ※上記の他にも事由はあります。詳しくは横須賀市ホームページをご確認ください。 

お子さんの年齢  利用可能施設  認定区分  

満３歳以上  
事業所内保育所、認可保育園、

認定こども園等  

２号  

満３歳未満  ３号  


